
 

 

 函館市個人情報の保護に関する規則を次のように定める。 

  令和５年１月１９日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市規則第２号 

   函館市個人情報の保護に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）および函館市個人情報の保護に関する 

 法律施行条例（令和４年函館市条例第３６号。以下「条例」という。） 

 に基づく保有個人情報の開示の方法等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （開示の方法等） 

第２条 法第８７条第１項の行政機関等が定める方法は，次の各号に掲

げる電磁的記録の区分に応じ，当該各号に定める方法とする。 

 (1) 録音テープまたは録音ディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該録音テープまたは録音ディスクを専用機器により再生した

ものの聴取 

  イ 当該録音テープまたは録音ディスクを録音カセットテープに複

写したものの交付 

 (2) ビデオテープまたはビデオディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該ビデオテープまたはビデオディスクを専用機器により再生

したものの視聴 

  イ 当該ビデオテープまたはビデオディスクをビデオカセットテー

プに複写したものの交付 

 (3) 前２号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって，市長

がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって，一

の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）に

より行うことができるもの 



 

 

  ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 

  イ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧または視聴

の用に供するために備え付けられているものに限る。）により再

生したものの閲覧または視聴 

  ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付 

  エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

２ 市長は，保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情

報を汚損し，もしくは破損するおそれがあると認められるとき，また

は職員の指示に従わないときは，当該閲覧または視聴を中止させ，ま

たは禁止することができる。 

 （個人情報の収集等の届出） 

第３条 条例第３条第１項第５号の規則で定める事項は，次に掲げると

おりとする。 

 (1) 個人情報の管理責任者  

 (2) 特定個人情報の該当の有無 

 (3) 個人情報の収集の方法および時期 

 (4) 個人情報の収集等の開始年月日 

 (5) 個人情報の記録の形態 

 (6) 特定個人情報ファイル（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下

この号および次号において「番号法」という。）第２条第９項に規

定する特定個人情報ファイルをいう。同号において同じ。）に記録

される特定個人情報にあっては，経常的に番号法第１９条に規定す

る提供をする場合には，その提供先 

 (7) 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報にあっては，保

有個人情報（特定個人情報に係るものに限る。以下この号において

同じ。）の訂正または保有個人情報（番号法第２３条第１項および

第２項（これらの規定を番号法第２６条において準用する場合を含

む。）に規定する記録に記録された特定個人情報を除く。）の利用

停止について，法第９０条第１項ただし書または第９８条第１項た



 

 

だし書の規定が適用されることとなるときは，その旨 

２ 条例第３条第１項前段の規定による届出は別記第１号様式の届出書

により，同項後段の規定による届出は別記第２号様式の届出書により

行うものとする。 

３ 条例第３条第１項後段の規則で定める軽微な変更は，特定個人情報

以外の個人情報の収集等の内容の変更で次に掲げるものとする。 

 (1) 記録の対象となる個人の範囲の縮小による変更 

 (2) 記録する個人情報の項目の削除による変更 

 (3) 個人情報の記録の形態の変更 

 (4) その他の変更で，市民の基本的人権を侵害するおそれがないと市

長が認めるもの 

４ 条例第３条第４項の規定による届出は，別記第３号様式の届出書に

より行うものとする。 

 （開示決定等の期限の延長の通知） 

第４条 条例第４条第２項の規定による通知は，別記第４号様式の通知

書により行うものとする。 

 （開示決定等の期限の特例の通知） 

第５条 条例第５条の規定による通知は，別記第５号様式の通知書によ

り行うものとする。 

 （写しの交付部数） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書または図画

の写しの交付部数は，開示請求１件につき１部とする。 

 （費用の納入） 

第７条 条例第６条ただし書の開示請求に係る保有個人情報が記録され

ている文書または図画の写しの作成および送付に要する費用は，前納

とする。 

 （検索資料） 

第８条 市長は，第３条第２項および第４項の届出書その他保有個人情

報の検索に必要な資料を備え，一般の利用に供するものとする。 

 （運用状況の公表） 



 

 

第９条 条例第９条の規定による公表は，次に掲げる事項を告示し，ま

たは広報紙に掲載して行うものとする。 

 (1) 個人情報ファイル簿の作成の状況 

 (2) 個人情報の収集等の届出の状況 

 (3) 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用等の状況 

 (4) 保有個人情報に関する開示，訂正および利用停止の請求の状況 

 (5) 請求に対する措置の状況 

 (6) 審査請求の状況 

 (7) その他必要と認められる事項 

 （補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

 （函館市個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 函館市個人情報保護条例施行規則（平成２年函館市規則第６１号）

は，廃止する。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間における第９

条の規定の適用については，同条中「次に掲げる事項」とあるのは， 

 「市長が別に定める事項」とする。 

４ 前項に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な経過措置は， 

 別に定める。 

 



別記第１号様式（第３条関係） 

個人情報の収集等届出書 

                           年  月  日   

 

  函館市長 様 

 

                 実施機関名               

 

  次のとおり個人情報の収集等を新たに開始するので，函館市個人情報の保 

 護に関する法律施行条例第３条第１項前段の規定により届け出ます。 

届 出 

番 号 
 届出担当課 

 

（電話  ―    内線    ） 

個 人 情 報 の 

管 理 責 任 者 
 

個 人 情 報 

の 名 称 
 

特定個人情報 

の該当の有無 

□有（□特定個人情報ファイル □情報提供等記録） 

□無 

収 集 の 目 的  

記録の対象と 

なる個人の範囲 
 

記 録 す る 

個 人 情 報 

の 項 目 

基本的事項 社会的活動 
心   身 

経済的活動 
思想・信条 

知識・技術等 

そ  の  他 

□個人番号 

□氏  名 

□性  別 

□生年月日 

□住  所 

□国  籍 

□本  籍 

□続  柄 

□親族関係 

□婚  姻 

□ 

□ 

□ 

□職業職種 

□職  歴 

□職  位 

□学  歴 

□団体加入 

□賞  罰 

□ 

□ 

□ 

□障  害 

□傷 病 歴 

□健康状態 

□容  姿 

□運動能力 

□ 

□ 

□ 

□収入状況 

□資産内容 

□取引状況 

□納税額等 

□公的扶助 

□ 

□ 

□ 

□宗  教 

□主義主張 

□趣味し好 

□支持政党 

□ 

□ 

□ 

□学業成績 

□勤務成績 

□各種試験 

□資  格 

□ 

□ 

□ 

□家庭状況 

□居住状況 

□暮らし向き 

□ 

□ 

□ 

 



個 人 情 報 の 

収 集 の 方 法 
□本  人／□本人以外 

収 集 の 時 期 □定  期（     ）／□随  時 

個 人 情 報 の 

収 集 等 の 

開 始 年 月 日 

       年  月  日  （□継  続） 

個 人 情 報 の 

記 録 の 形 態 

□文  書 □電磁媒体 □マイクロフィルム 

□そ の 他 

特定個人情報フ

ァイルにあって

は，経常的な 

提 供 先 

 

特定個人情報フ

ァイルにあって

は，訂正・利用

停止について個

人情報の保護に

関する法律第90

条第１項ただし

書または第９８

条第１項ただし

書の規定が適用

されることとな

るときは，その

内 容 

 

備 考  

 



 

 

別記第２号様式（第３条関係） 

個人情報の収集等の廃止または変更届出書 

                           年  月  日  

 

  函館市長 様 

 

                 実施機関名               

 

  次のとおり個人情報の収集等の廃止・変更をするので，函館市個人情報の

保護に関する法律施行条例第３条第１項後段の規定により届け出ます。 

届 出 

番 号 
 届出担当課 

 

（電話  ―    内線    ） 

個 人 情 報 

の 名 称 
 

個 人 情 報 の 

管 理 責 任 者 
 

届 出 の 区 分 □廃止 □変更 
廃止・変更

の 年 月 日 
  年  月  日 

廃 止 ・ 変 更 

の 理 由 
 

変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

 注 届出番号の欄は，個人情報の収集等届出書の届出番号を記入すること。 

 



別記第３号様式（第３条関係） 

個人情報の収集等の個人情報ファイル簿該当届出書 

                           年  月  日   

 

  函館市長 様 

 

                 実施機関名               

 

  函館市個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項の規定により届

け出た個人情報の収集等については，次のとおり同条第３項第１号に掲げる

個人情報の収集等に該当することとなったので，同条第４項の規定により届

け出ます。 

届 出 

番 号 
 届出担当課 

 

(電話  ―    内線    ) 

個 人 情 報 

の 名 称 
 

個 人 情 報 の 

管 理 責 任 者 
 

該 当 年 月 日     年  月  日 

備 考  

 注 届出番号の欄は，個人情報の収集等届出書の届出番号を記入すること。 

 



別記第４号様式（第４条関係） 

開示決定等期限延長通知書 

                           年  月  日   

 

         様 

 

                     函館市長        印   

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については， 

 函館市個人情報の保護に関する法律施行条例第４条第２項の規定により，次

のとおり開示決定等の期限を延長することとしたので通知します。 

開示請求に係る

保有個人情報の

名 称 等 

 

延 長 後 の 期 間    日（開示決定等期限    年  月  日） 

 

 

延 長 の 理 由 

 

 

 

 



別記第５号様式（第５条関係） 

開示決定等期限特例延長通知書 

                           年  月  日   

 

         様 

 

                     函館市長        印   

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については， 

 函館市個人情報の保護に関する法律施行条例第５条の規定により，次のとお

り開示決定等の期限を延長することとしたので通知します。 

開示請求に係る

保有個人情報の

名 称 等 

 

条例第５条の規

定（開示決定等

の期限の特例）

を適用する理由 

 

残りの保有個人

情報について開

示決定等をする

期 限 

（    年  月  日までに可能な部分について

開示決定等を行い，残りの部分については，次に掲載

する期限までに開示決定等を行う予定です。） 

    年  月  日 

 

 


